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２

の

利

教

な

明

は

と

そ

の

道

記

該

用

育

け

書

第

を

員

ば

あ

条

載

当

に

委

れ

に

た

る

当

会

な

っ

の

し

す

該

加

条

の

書

こ

す

又

ら

て

３

る

規

け

若

改

え

に

受

党

に 。

す

政

く

る

。

定

る

し

め

団

人

に

治

法

等

政

る

党

は

法

を

る

る

」

あ

す

体

で

対 人

削

政

政

公

の

る

に

）

け

こ

号

受

道

を

等

す

海

部

党

布

北

一 よ

す

事

の

対

。

知

次

に

る

改

人

に

法

堀

う

る

平

こ

成

とと

年

し

４

た

例

月

。

１日から施行

第外号

当

い

当

規

面

と

る

は

な

は

び

証

合

該

。

該

定

及

を

場 あ

校

ル

適

法

明

に

学

ゴ

の

は

の

。

又

格

る

党

用

第

す

達

す

の

正

格

治

に与

政

付

に

也

。

与

る

付

すること

号



は

事

第

１

改

附

又

扱

第

に

」

業

種

め

則

平

に

の

銃

る

第

成

、

」

猟

。

４

条第

を

免

条

年

１

３

貨

許

を

号

月

中

物

貨

」

次

第

わ

２

正

目

第

第

な

種

７

的

猟

銃

年

と

号

条

免

猟

法

す

）

の

第

許

免

律

る

第

条

１

又

許

第

猟区

条

表

項

は

」

第

第

第

第

第

に

号

」

第

の

該

る

利

お て

の

第

主

財

。

用

い

条

条

者

に

る

当

２

３

団

催

）

す

４

中

人

が

参

場

該

第

項

法

条

同

日

指

加

合

主

１

を

育

る

せ

こ

第

第

号

て

と

会

の

前

を

条

号

同

ス

大

も

２

び

第

及

ポ

項

記

の

及

条

ー

の

録

同

該

ツ

規

し

中

第

１

び

当

振

定

た

２

号

フ

の

者

ル

場

営

ゴ

フ

経

３

し

経

者

示

の

営

提

場

経

に

運

物

に

の

に

日

送

利

改

よ

甲

取

用

め

う

月

扱

運

、

に

種

曜

事

送

同

改

狩

日

業

事

条

め

猟

）

」

の

２

。

許

法

業

第

る

免

に

中

は

を

」

号

又

貨

改

乙

１

改

）

を

２

狩

物

め

丙

種

１号

種

め

第

項

鳥

第

号

及

銃

、

の

号

３

び

猟

同

条

獣

４

の

許

第

３

保

に

中

第

免

条

第

号

」

２

項

護

規

２

び

す

物

中

に

項

に

及

定

貨

改

第

規

猟

放

送

甲

め

１

定

狩

る

運

同

中

る

の

鳥

取

種

、

号

す

本

定

す

及

催

号

扱

狩

が

削

校

ゴ

し

る

び

者

を

学

ゴ

手

該

指

り

教

ル

た

選

当

同

法

協

ル

で

競

定

、

育

フ

っ

会

た

条

」

会

フ

あ

技

し

次

が

を

て

の

ゴ

第

の

等

場

催

フ

号

に

主

利

規

主

ル

５

す

で

者

場

を

催

用

則

す

る

定

が

を

同

会

会

興

に

書

第

号

と

大

大

削

、

の

等

法

よ

類

４

を

し

り

を

号

選

主

昭

提

知

」

り

同

予

の

同

の

会

催

和

出

事

を

、

号

の

に

ゴ

が

年

あ

提

第

条

次

の

者

３

次

ル

指

法

っ

出

３

第

に

な

」

号

の

フ

定

律

た

し

号

面

け

に

中

２

競

し

第

書 等

れ

、

号

技

た

し

れ

は

出

け

者

提

な

営

号

同

な

第

、

ば

、

項

ら

の

明

。

６

証

い

の

の

な

条

狩

猟

利

る

種

に

定

る

規

す

許

」

送

免

許

運

猟

免

用

。

法

を

業

」

を

事 」

網

に

第

・

北

種

な

、

２

わ

項

専

適

獣

物

猟

免

貨

銃

猟

猟

化

区

業

免

第

鳥

ら

正

猟

事

号

保

鳥

に

」

又

許

３

獣

放

改

」

は

中

護

獣

関

に

は

又 乙

及

さ

す

た

法

る

種

丙

狩

れ

る

め

を

狩

種

猟 関

猟

物

猟

狩

ニ

狩

律

。

貨

免

猟

ル

獣

成

用

許

免

ス

鳥

平

利 運

」

許

場

め

指

利

条

昭

を

」

法

の

競

合

る

定

用

第

和

る 技

に

も

し

す

４

場

と

法

会

限

の

た

る

号

年

る

当

に

る

第

知

。

当

該

合

す

律

事

）

該

競

競

技

限

。

会

に

。

）

認

技

会

る

号

が も

競

る

を

る

の

係

）

」

め

及

ば

以

を

に

当

技

練

加

大

第

び

な

第

上

加

参

該

）

る

す

会

６

同

ら

５

」

え

加

」

次

。

る

等

条

項

な

号

の

１

規

。

を

に

選

に

第

の

い

定

手

係

で

る

項

に

第

未

っ

習

規

よ

４

歳

あ

練

に

に

す

提

」

満

て

日

定

る

号

が

改

を

則

お

る

示

に

」

規

に

入

類

納

書

り

る

よ

足

に

当

提

は

を

て

書

っ

告

あ

申

ル

る

ゴ

す

該

出

海

取

は

」

送

許

又

運

免

許

道

７

改

改

３

月

附

め

め

」

１

則

、

、

を

公

日

第

同

同

円

第

第

分

を

」

９

条

条

４

」

、

の

２

７

の

に

条

を

律

捕

年

送

網

獲

法

事

再

７

定

ま

・

第

大

を

律

業

業

則

」

構

附

項

事

附

で

附

計

第

号

計

第

を

則

築

則

各 」

画

７

第８

画

に

の

成

条

」

条

を

」

条

平

し

日

る

に

と

習

え

の

を

の

同

次

項

認

は

び

限

て

に

。

則

を

事

法

項

第

ら

附

」

定

項

た

第

業

第

に

１

れ

構

条

い

中

税

７

附

再

７

お

率

条

則

で

い

国

第

」

の

第

築

第

て

当

っ

、

え

定

て

民

あ

め

加

２

た

同

、

体

め

第

定

項

行

７

前

の

の

中

条

項

２

適

分

わ

不

の

れ

動

に

第

用

税

の

３

と

場

取

規

１

に

率

３

た

産

場

、

フ

際

得

平

定

項

つ

」

に

の

併

第

附

改

４

則

め

条

の

除

条

削

７

。

第

る

報

２

項

項

１

の

及

を

」

円

２

び

削

に

３

、

」

に

第

第

り

、

円

」 改

１ 中

中

条

則

め

項

項

同

附

を

、

第

第

同条

円

平

平

６ を

の

第

」

成

成

項

条

２

に

の

項

改

年

年

同

２

２

４

附

改

５

、

２

４

第

認

第

則

め

第

年

事

項

７

同

項

月

１

定

９

第

び

日

中

業

」

条

項

及

１

項

計

を

の

を

平

画

４

同

第

か

第

項

平

成

」

附

第

条

３

ら

に

則

５

年

改

第

項

６

中

成

各

項

め

計

２

、

条

号

と

平

年

５

と

４

、

に

定

条

す

第

条

画

項

認

。

項

４

同

規

事

の

る

５

の

第

す

計

率

及

第

法

定

業

税

」

と

第

項

５

る

画

」

び

５

項

に

の

定

と

あ

６

」

条

認

第

営

う

の

を

、

２

経

い

る は

削

又

い

と

す

合

り

の

２

資

。

る

は

て

あ

る

に

税

成

す

。

お

の

、

の

け

税

年

不

第

は

る

る

率

４

動

不

の

月

産

条

第

は

動

特

１

の

の

条

当

産

例

日

取

１

７

税

取

）

か

得

第

の

該 の

税

平

第

項

第

額

得

ら

が

の

１

成

条

規

項

算

の

及し出見の前の５の２

第

２

中

め

３

３

条

の

同び

る

月

月

７

第

平

。

」

」

と

項

成

日

日

項

１

５

、

を

年

を

を

し

」

月

平

平

同

号

１

成

成

条

附

外

第

則

日

第

」

年

年

５

第

月

を

３

３

項

同

の

」

す

成

月

１

項

４

に

る

日

を

第

、

。

年

同

５

４

日

」

」

定

１

で

条

項

認

月

ま

を

第

業

か

に

成

５

に

事

日

」

平

項

、

と

再

ら

改

築

成

る

７

し

附

構

平

め

年

。

月

、

則

同

第

計

定

に

再

」

当

、

認

項

源

）

用

改

不

条

事

規

活

に

該

同

産

７

再

す

計

め

動

第

業

定

中

築

認

同

取

項

構

る

画

、

得税

計

定

以

項

」

同

こ

６

の

附

画

共

下

第

ら

中

額

第

を

事

れ

号

税

則

業

の

に

び

に

率

年

の

定

及

定

税

い

、

月

第

該

第

用

は

３

７ １

当

２

日

項

す

項

ら

第

ま

若

る

並

れ

合

に

税

の

で

し

場

び

た

条

」

定

間

は

に

第

率

規

の

く

に

第

お る

の

、

か

不

２

け

条

と

に

第則附、り削を条

動

項

３の条７

月

月

中

条の

平

号

」

」

分

の

成

日

日

４

２

年

に

に

の

２

日

条

７

画

年

１

第

条

」

に

８

の

を

月

」

項

４

中

第

認

日

、

算

条

に

再

を

定

計

の

定

定

の

規

編

こ

認

及

業

用

第

す

画

項

事

に

４

第

か

い

９

る

又

産

、

こ

わ

の

第

れ

の

ら

２

条

ら

取得

ず

条

の

第

の

が

、

の

規

１

うよの次を



則

則

定

に

る

附

。

附

附

る

第

用

か

第

第

則

適

に

。

さ

か

９

の

る

ら

の

第

条

れ

わ

条

条

の

除

か

又

９

２

べ

ず

３

１

則

第

道

の

取

く

ら

附

は

も し

）

成

第

６

路

と

得

。

平

９

項

運

条

」

送

て

第

に

項

し

９

の

に

車

定

３

対

年

び

の

除

２

改

両

め

車

な

動

１

し

た

の

い

車

年

第

と

し

動

取

月

項

た

率

う

自

の

４

合

す

、

車

得

１

の

場

と

ち

除

か

定

に

る

粒

で

を

日

規

も

環

安

以

に

年

る

４

子

総

め

月

道

の

境

基

降

改

３

。

路

と

保

準

に

、

上

と

用

同

日

運

し

全

」

適

に

車

定

の

い

さ

項

」

送

て

第

か

同

改

両

め

技

う

れ

を

項

平

３

ら

平

」

成

成

に改

年

年

め

３

月３

、

月

２

同

当

２

中

第

き

、

第

項

項

条

該

項

び

は

得

所

及

又

取

中

、

４

１

つ

成

割

第

第

に

平

得 」

項

項

い

定

こ

３

中

に

て

年

を 道

第

め

の

月

、

る

項

の

め

法

ら

、

て

月

２

、

第

れ

第

課

た

４

す

日

第

同

又

自

で

８

項

条

排

項

る

ま

同

規

ガ

は

動

の

項

を

の

出

取

に

削

条

定

ス

第

車

間

を

よ

安

項

得

行

り

第

に

保

６

れ

同

項

り

基

の

税

わ

、

８

に

定

税

た

条

と

平

準

規

の

状

務

く

ら

に

適

。

第

し

成

）

成

か

さ

物

省

。

平

か

用

わ

れ

質

令

の

で

に し

３

ず

べ

排

定

対

年

ら

る

当

同

量

る

て

月

、

き

出

め

が

も

課 る

ま

取

又

総

の

す

日

該

条

に

第

省

取

自

で

得

は

務

の

め

法

ら

術

。

る

令

得

動

の

に

き

第

、

第

れ

基

）

べ

条

た

準

６

同

項

項

条

自

適

も

下

す

と

と

を

の

動

以

合

の

条

定

排

こ

る

し

し

同

規

車

動

定

同

第

に

出

の

自

て

、

り

ス

、

車

め

条

５

よ

ガ

項

れ

４

と

平

に

第

又

ら

第

項

項

し

成

係

８

は

日

３

ま

第

日

月

項

で

曜

」

」

日

の

を

）

次

成

に

平

又

の

日

民

第

４

は

年

定

を

の

の

か

規

」

税

条

率

の

所

２

ら

第

適

平

得 」

の

項

用

成

割

分

２

が い

３

改

を

８

な

年

に

１

第

る

除

か

も

月

め

控

号

の

と

し

」

た

第

と

日

。

し

ら

適

の

率

９

、

用

、

に

項

同

年

合

適

は

き

す

中

条に

月

る

が

当

限

る

取

、

又

次

１

自

あ

該

り

１

以

車

場

得

第

は

の

日

動

第５

項

降

で

合

が

自

成

及

項

を

に

政

の

平

条 び

」

加

適

令

を

え

用

で

動

る

さ

定

車

年

第

間

つ

１

、

。

れ

め

の

４

１

で

車 得

行

て

に

定

前

取

に

い

項

の

め

る

の

税

わ

こ

定

め

項

容

定

税

た

項

る

許

規

の

れ

は

き

規

か

限

の

率

と

の

率

の

用

、

に

定

ら

度

適

４

が

当

限

の

る

取

、

用

分

分

あ

該

り

適

項

同

た

１

場

得

第

が

の

の

る

中

、同

年

保

及

条

排

安

び

の

出

平

条

９

定

ス

成

第

月

上

第

規

ガ

３

１

若

に

よ

安

年

項

日

し

項

に

保

次

降

は

お

り

基

３

の

以

く

に

に

公

い

平

準

月

適

日

次

適

害

て

成

に

」

の

用

防

す

を

１

さ

止

排

年

合

」

日

項

１

４

月

項

れ

そ

出

、

成

え

平

加

ら

を

か

平

年

北

月

成

３

年４

日

た

に

率

１

２

合

す

め

ま

場

改

と

号 条

第

第

ま

項

こ

は

項

次

例

定

の

、

で

及

以

条

当

の

規

附

例

該

条

条

の

び

下

の

第

る

る

取

月

項

は

各

及

き

の

を

日

規

４

べ

も

得

１

条

項

先

２

項 ４

則

民

第

中

物

第

附

道

項

取

附

の

号

平

引

項

第

税

２

成

」

と

則

を

す

条

」

及

る

の

に

び

な

を

合

が 成

及

も

控

超

の

平

条

い

を

則

民

措

場

の

譲

附

３

え

自

用

項

所

第

税

置

株

適

前

渡

に

法

式

限

第

等

に

の

得

の

つ

規

等

条

り、

条

譲

い

定

の

の

ス

１

自

平

を

る

の

ガ

月

る

え

き

の

保

日

動

成

加

べ

他

り

改

２

条

第

第

条

附

、

め

第

８

６

号

条

の

則

、

前

第

こ

同

項

項

）

第

の

条

の

中

第

４

第

項

７

条

項

第

場

内

条

」

項

の

に

２

合

海

日

」

１

で

月

ま

道

を

則

」

附

で

公

第

第

条

条

第

の

第

条

、

号

び

２

定

則

新

３

平

４

例

平

に

第

成

定

及

成

項

」

め

条

に

と

年

る

び

め

う

改

４

日

附

年

定

い

の

ら

第

月

る

。

正

月

か

則

７

の

定

日

施

８

１

も

）

規

１ ら

す

の

を

規

か

行

条

日

の

年

施

る

２

除

定

平

物

の

め

３

度

先

。

３

改

第

平

引

出

中

ら

取

見

、

号

か 成

」

し

有

に

中

す

商

年

、

る

品

度

商

場

先

品

合

物

ま

先

に

取

取

」

」

の

の

物

は

引

分

で

よ

額

第

所

の

渡

て

に

金

２

に

は

得

適

つ

項

割

第

よ

、

り

に

４

項

上

項

用

い

を

の

１

る

同

は

り

税

各

場

中

さ

て

削

納 義

号

株

れる

、

、

務

に

式

第

前

同

が

げ

に

１

条

条

分

者

掲

等

前

る

係

項

第

第

の

の

２

５

の

に

第

２

」

項

に

年

上

る

い

、

規

改

４

第

を

及

お

に 」

定

め

号

１

び ３

、

の

に

、

」

項

こ

第

て

改

項

項

平

次

よ

同

に

中

の

に

る

条

改

第

め

か

を

成

所

正

８

る

次

ら

次 よ

度

得

前

項

。

項

第

の

年

１

規

項

う

か

税

の

第

の

３

等

を

号

定

ま

に

ら

法

」

報

２第

中

２

項

の

５

か

４

号

の

９

条

第

９

項

第 項

第

１

ら

第

行

。

の

き

中

成

改

、

個

規

の

の

４

る

正

こ

人

年

す た

定

条

道

月

。

並

例

民

、

に

よ

に

し

び

に

税

日

だ

正

る

の

則

改

す

次

附

る

関

の

を

２

各

号

９

後

部

各

第

」

次

」

年

引

物

分

を

に

先

を

度 の

先

、

取

個 の

の

取

分

」

人

分

物

当

引

引

の

に

道

」

間

改

改

を

る

に

税

に

」

め

」

民

め

加

。

改

に

定

の

中

中

場

譲

」

規

項

項

上

式

所

あ

の

規

に

株

渡

と

用

は

は

場

等

得

る

適

定

又

譲

の

は

を

、

第

株

の

等

の

用

項

等

渡

金

、

受

適

２

式 の

を

額

ける

し

」

譲

し

に

上

な

を

の

と

す

場

い

削

分

渡

た

対

で

改

平

う

き

る

株

。

り

の

一

え

適

に

め

成

の

加

中

の

部

、

第

用

」

る

を

に

。

年

を

則

の

け

ま

改

附

条

受

、

度

正

る

第

で

す

第

第

も

５

の

る

の

項

各

法

条

第

除

を

度

律

第

項

を

」

年

３

平

項

４

く

分

でま

を

号

」

る

５

め

の

改

条

に

９

」

第

号

。

第

外

１

第

」項

海

、

掲

か

北

は

に

項

の

分

税

成

る

第

道

平

げ

ら

規

、

同

同

、

り

、

、

え

め

限

条

、

１

１

を

品

第

第

商

条

」

租

、

項

等

同

」

ち

は

前

式

規

係

を

す

税

当

の

に

項

と 。

別

上

定

る

同

る

特

該

」

）

４

個

成

」

号

。

第

の

を

年

を

」

項

人

法

附

を

」

の

に

律

則

第

削

に

道

改

号

同、め



し

得

格

１

項

第

た

が

中

項

の

平

１

場

行

に

に

規

成

項

合

わ

平

規

定

第

で

れ

成

定

の

３年

す

適

１

あ

た

月

号

っ

場

年

る

用

日

例

平

申

平

１

同

の

７

８

に

前

に

成

請

次

成

号

及

項

び

に

年

規

の

よ

該

。

４

徴

定

１

定

当

る

年

猶

る

１

る

不

月

収

め

月

す

地

法

）

に

産

取

正

る

号

６

す

取

に

方

」

附

平

関

の

得

る

得

対

税

と

則

成 年

部

に

し

法

い

第

改

分

対

て

等

う

８

４

５

正

は

し

課

の

。

条

る

条

号

条

次

つ

条

す

８

８

の

規

。

の

）

の

項

い

こ

の

ら

適

条

定

こ

５

第

５

か

て

」

用

例

は

の

」

す

則

す

に

、

場

と

条

と

附

の

３

る

よ

平

合

あ

の

附

以

税

例

度

民

条

年

道

新

宅

に

年

い

第

の

つ

則

後

に

に

て

合

改

日

規

、

に

正

地

つ

定

か

お

法

評

い

月

す

つ

い

第

価

て

曜

る

、

て

１

土

は

日

天

平

、

条

地

、

）

項

規

価

項

災

成

同

の

の

同

そ

１

規

に

が

の

年

に

定

格

中

他

す

る

る

害

の

月

定

よ

あ

被

産

日

予

も

日

不

動

１

災

１

に

を

後

産

の

か

等

の

以

動

新

取

得

平

つ

除

の

の

取

ら

て

、

条

得

に

成

い

き

は

新

例

に

対

、

条

第

対

し

年

し

て

な

例

お

附

条

て

課

月

従

則

の

課

す

す

る

日

前

第

部

附

４

法

、

て

す

一

）

の

の

す

不

を

則

第

第

こ

課

る

６

項

条

条

べ

動

改

第

７

１

不

取

す

条

に

の

例

き

産

正

定

定

施

動

得

る

第

規

規

の

に

律

項

す

に

行

産

税

法

２

る

日

得

つ

の

る

よ

の

取

改

税

い

平

規

営

規

る

第

正

以

に

て

成

定

業

お

の

定

。

８

。

る

成

に

る

改

て

、

よ

ま

正

年

い

は

に

項

の

分

、

る

で

前

度

条

得

正

定

北

ま

同

所

改

に

の

る

道

の

中

税

前

め

海

で

税

個

法

税

の

税

の

条

人

租

等

租

も

道

特

一

特

を

例

の

度

て

の

個

な

２

の

、

の

分

は

条

の

は

道

前

定

の

従

規

人

お

つ

よ

成

に

に

平

税

例

、

民 い

る

被

正

き

前

害

日

る

改

と

直

お

価

よ

後

害

後

に

の

に

以

不

同

前

地

け

格

り

に

直

の

価

税

新

と

動

号

の

方

る

」

例

る

が

規

格

法

条

あ

産

に

滅

定

及

附

北

は

失

す

び

則

第

の

し

る

被

第

条

、

不

害

の

べ

不

ま

又

動

直

条

の

被

産

の

例

条

２

き

動

で

の

７

よ

５

１

動

取

間

に

の

第

不

又

取

税

お

る

第

項

産

得

に

税

つ

て

項

は

得

に

い

。

２

に

い

、

及

第

び ３

の

い

は

条

第

条

つ

て

新

て

、

例

項

に

の

の

第

適

な

第

前

下

つ

は

の

い

、

年

よ

譲

律

な

に

地

施

て

な

法

り

渡

日

用

従

第

お

係

方

行

適

お

力

不

法

」

し

前

９

効

る

税

と

、

の

号 以

有

産

昭

い

施

例

。

を

動

。

日

よ

下

す

取

和

う

行

に

年

）

前

る

る

得

成

と

の

法

以

の

。

平

こ

税

措

き

以

民

別

部

別

除

後

不

に

置

改

置

、

下

税

措

を

条

い

す

条

旧

つ

法

正

法

新

和

法

和

の

例

て

昭

る

昭

例 規

」

は

律

と

、

い

な

年

年

定

律

成

律

不

う

お

法

平

法

中

第

動

。

そ

）

の

第

産

年

後

用

以

適

度

て

。

年

附

効

分

成

度

平

年

、

の

し で

道

ま

の

分

人

度

個

年

の

海

害

は

産

後

の

価

第

１

前

損

の

の

５

第

直

壊

取

道

令

１

前

書

府

有

省

て

告

理

資

公

産

月

項

に

令

等

平

以

の

記

第

所

成

内

規

載

に

定

し

号

在

規

１

用

お

は

第

、

前

の

定

項

し

従

条

、

業

項

等

の

造

め

前

者

こ

製

定 税

造

条

に

の

場

た

る

製

新

蔵

に

こ

率

た

例

規

貯

合

ば

と

減

律

お

の

に

ば

附

定

第

の

動

不

産

年

さ

額の

動

の

改

れ

項

税

定

造

さ

を

ば

る

定

法

新

に

に

た

れ

指

例

い

り

こ

こ

日

等

条

お

よ

と

小

一

第

て

製

の

と

に

の

同

造

製

）

律

）

得

則

力

号

法

号

取

４

有

第

第

第

税

第

を

９ 平

し

指

。

直

の

の

課

費

く

分

に

成

た

定

）

等

後

部

１

の

、

日

新

が

価

以

相

は

に

条

行

格

外

当

年

又

前

に

人

に

個

税

の

民

の

す

７

の

す

格

外

当

価

以

相

の

分

該

分

額

当

部

る

報

事

よ

道

第

市

年

知

に

た

）

町

総

村

務

に

る

た

出

告

こ

の

交

省

提

申

ば

号

額

様

金

第

し

書

税

４

付

令

な

を

及

れ

出

相

の

び

号

け

提

に

式

す

付

付

別

ば

し

当

納

納

）

に

第

ら

者

る

書

金

記

な

た

第

る

所

け

本

よ

こ

則

す

場

る

数

り

条

は

は

道

と

道

次

８

者

又

、
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